
１
、
日
本
国
憲
法
は
５
月
3
日
、
施

行
71
年
を
む
か
え
ま
し
た
。
あ
の
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
辛
苦
の
反
省

か
ら
生
ま
れ
た
日
本
国
憲
法
は
、
憲

法
３
原
則
を
土
台
に
、
日
本
民
衆
の

中
に
深
く
根
付
い
て
き
ま
し
た
。
そ

の
3
原
則
で
あ
る
「
基
本
的
人
権
」
、

「
国
民
主
権
」、「
絶
対
平
和
主
義
」
は
、

憲
法
の
基
本
的
な
各
条
項
で
示
さ
れ
、

日
本
の
戦
後
民
主
主
義
を
培
い
、
様
々

な
法
令
、
制
度
と
し
て
生
ま
れ
今
日

に
至
り
ま
し
た
。
ま
た
、
憲
法
前
文

に
あ
る
「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の

公
正
と
信
義
に
信
頼
」
し
た
外
交
、

９
条
に
示
さ
れ
た
「
非
戦
・
非
武
装
」

の
日
本
国
憲
法
は
、
世
界
各
国
の
進

む
べ
き
道
を
指
し
示
し
て
き
ま
し
た
。

２
、
し
か
し
、
そ
の
日
本
国
憲
法
が

危
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
、
安
倍
内
閣
は
改
憲
攻
撃
を
執
拗

に
繰
り
返
し
、
今
、
そ
の
改
憲
内
容

と
改
憲
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
具
体
的
に

提
起
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
自
民

党
の
総
裁
で
あ
る
安
倍
首
相
は
２
０

１
７
年
５
月
３
日
の
改
憲
派
集
会
に

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
、
２
０
２
０
年

ま
で
の
改
憲
表
明
と
憲
法
9
条
に
自

衛
隊
を
明
記
す
る
新
た
な
案
を
表
明

し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
安
倍
内
閣

は
こ
れ
ま
で
、
朝
鮮
（
朝
鮮
民
主
主

義
人
民
共
和
国
）
や
中
国
と
の
外
交

摩
擦
を
意
識
的
に
つ
く
り
出
し
、
戦

争
法
（
安
全
保
障
関
連
法
）
制
定
に

よ
る
集
団
的
自
衛
権
行
使
を
可
能
に

し
、
そ
の
集
大
成
と
も
い
え
る
9
条

改
憲
を
政
治
日
程
に
あ
げ
た
の
で
す
。

自
民
党
は
２
０
１
２
年
4
月
に
憲

法
改
正
草
案
を
ま
と
め
、
憲
法
9
条

に
２
項
を
加
え
「
国
防
軍
」
の
保
持
、

さ
ら
に
３
項
に
は
国
防
軍
へ
の
「
国

民
の
協
力
」
を
明
記
す
る
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
安
倍
首
相
の
9
条

改
悪
案
を
受
け
て
、
自
民
党
は
２
０

１
８
年
３
月
の
党
大
会
で
4
項
目
の

改
憲
条
文
の
「
た
た
き
台
素
案
」
を

固
め
ま
し
た
。
国
民
受
け
し
易
い
「
緊

急
事
態
条
項
」
や
「
参
議
院
合
区
解

消
」、「
教
育
の
充
実
」
の
３
項
目
と

と
も
に
、
憲
法
9
条
に
新
た
に
自
衛

隊
を
明
記
す
る
案
で
す
。

３
、
し
か
し
、
安
倍
首
相
の
改
憲
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
「
森
友
・
加
計
疑
惑
」、

自
衛
隊
「
日
報
隠
し
」
等
、「
朝
鮮
危

機
」
の
緩
和
で
思
惑
通
り
に
は
進
ん

で
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
数
々

の
政
治
腐
敗
の
追
及
と
安
倍
内
閣
の

退
陣
の
声
が
日
を
追
う
ご
と
に
強
ま
っ

て
い
ま
す
。
安
倍
内
閣
打
倒
、
安
倍

改
憲
を
阻
む
広
範
な
た
た
か
い
を
更

に
広
げ
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
「
安
倍

9
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
憲
法
を
生
か
す
全

国
統
一
署
名
」
の
３
０
０
０
万
筆
達

成
が
大
き
な
カ
ギ
を
握
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
新
社
会
党
は
「
憲
法
を
生

か
す
全
国
統
一
署
名
」
の
成
功
に
向

け
、
全
国
で
奮
闘
し
て
い
ま
す
。
今

こ
そ
安
倍
内
閣
を
退
陣
さ
せ
、
改
憲

発
議
を
断
念
す
る
ま
で
追
い
込
み
ま

し
ょ
う
。
同
時
に
「
安
倍
改
憲
」
反

対
、
改
憲
発
議
阻
止
の
一
点
で
、
労

働
者
、
市
民
、
野
党
の
共
闘
を
全
国

各
地
で
さ
ら
に
推
し
進
め
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
２
０
１
９
年
参
議
院
選
挙

で
は
、
護
憲
・
立
憲
議
席
を
3
分
の

1
以
上
勝
ち
取
る

た
め
に
全
力
を
あ

げ
て
た
た
か
い
ま

し
ょ
う
。
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新社会党 で
す
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2018年５月号

日
本
国
憲
法
施
行
71
周
年
に
際
し
、
新
社
会
党
は
ア
ピ
ー
ル
を
出

し
、
安
倍
改
憲
を
労
働
者
・
市
民
・
野
党
の
共
同
闘
争
で
阻
止
し

よ
う
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。
こ
こ
に
紹
介
し
ま
す
。

労働者、市民、野党の広範な共同闘争で

安倍改憲の野望を打ち砕こう！
憲法施行71周年・新社会党アピール



安
倍
政
権
の
社
会
保
障
改
革
の
特
徴
は
、

①
社
会
保
障
給
付
の
抑
制
と
利
用
者
負
担

増
、
②
社
会
保
障
の
市
場
化
と
営
利
化
、

③
社
会
保
障
に
お
け
る
国
家
責
任
の
放
棄

（
鳥
取
大
学
・
藤
田
安
一
）
で
す
。
こ
う

し
た
基
本
政
策
の
延
長
に
、
社
会
保
障
関

係
費
の
年
５
０
０
０
億
円
の
削
減
目
標
を

あ
げ
、
こ
れ
ま
で
の
「
財
政
健
全
化
」
策

を
強
化
し
て
き
ま
し
た
。
今
回
、
財
務
省

の
財
政
制
度
等
審
議
会
で
は
、
「
診
療
報

酬
」
の
公
的
価
格
の
見
直
し
、
介
護
分
野

で
の
事
業
者
の
再
編
、
年
金
支
給
開
始
年

齢
の
引
き
上
げ
な
ど
、
６
月
の
政
府
の
財

政
健
全
化
目
標
に
反
映
さ
せ
る
と
い
い
ま

す
。
特
に
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
を
68
歳

に
引
き
上
げ
、
医
療
費
の
75
歳
以
上
の
高

齢
者
の
窓
口
負
担
を
１
割
か
ら
２
割
負
担

に
変
更
す
る
案
を
提
言
し
て
い
ま
す
。

憲
法
25
条
は
「
す
べ
て
の
国
民
は
、
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む

権
利
を
有
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

条
項
に
対
応
し
様
々
な
社
会
保
障
制
度
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
が
生
活
保
護
制

度
で
す
。
こ
れ
は
国
が
人
間
と
し
て
生
き

る
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
し
た
も
の
で

す
。
し
か
し
、
厚
労
省
は
17
年
12
月
に
生

活
保
護
基
準
の
最
大
５
％
引
き
下
げ
を
発

表
し
ま
し
た
。
ま
た
今
年
４
月
25
日
に
は

野
党
不
在
の
ま
ま
一
方
的
に
生
活
保
護
法

の
改
悪
案
を
可
決
し
ま
し
た
。
10
月
に
保

護
基
準
の
見
直
し
で
、
「
食
費
や
光
熱
費

な
ど
生
活
費
相
当
分
（
生
活
扶
助
費
）
に
、

子
育
て
世
帯
や
母
子
世
帯
に
対
す
る
加
算

を
加
え
た
受
給
額
は
、
推
計
で
67
％
の
世

帯
が
減
額
」
（
17
年
12
月
毎
日
新
聞
）
と

な
り
ま
す
。
高
齢
者
や
貧
困
世
帯
は
「
国

の
お
荷
物
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
す
。

17
歳
以
下
の
６
人
に
１
人
が
「
貧
困
児

童
」
と
さ
れ
、
貯
蓄
ゼ
ロ
が
２
人
以
上
世

帯
は
31
％
、
単
身
世
帯
は
46
・
４
％
で
あ

り
、
富
裕
層
と
貧
困
層
の
格
差
は
拡
大
し

て
い
ま
す
。

安
倍
政
権
は
、
財
界
と
富
裕
層
の
優
遇

に
は
手
を
つ
け
ま
せ
ん
。
財
界
は
「
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
」
を
大
歓
迎
、
日
本
経
済
は

「
過
去
最
高
」
の
収
益
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
株
主
配
当
金
額
は
、
過
去

最
高
の
12
兆
８
千
億
円
、
法
人
税
実
効
税

率
は
２
０
１
７
年
で
は
29
・
97
％
で
す
が
、

こ
れ
を
最
大
20
％
前
後
ま
で
引
き
下
げ
ま

す
。
大
手
大
企
業
は
４
０
６
兆
（
16
年
度
）

も
の
内
部
留
保
を
た
め
込
み
、
社
会
へ
の

還
元
は
無
視
し
て
い
ま
す
。

◇

◇

◇

◇

財
界
と
富
裕
層
を
優
遇
し
、
貧
困
と
格

差
の
解
消
は
名
ば
か
り
の
安
倍
政
権
。

「
森
友
・
加
計
疑
惑
」
や
公
文
書
隠
し
や

偽
造
。
庶
民
の

首
を
絞
め
る
安

倍
内
閣
・
自
公

政
権
を
市
民
と

野
党
の
共
闘
で

早
急
に
打
ち
倒

し
ま
し
ょ
う
。
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新社会
お問い合わせ先

２０１８年５月

国の責任を事実上放棄ー続く社会保障費削減

財
務
省
の
財
政
制
度
等
審
議
会
は
、
４
月
11

日
に
社
会
保
障
改
革
に
関
す
る

議
論
を
行
い
、
６
月
の
「
財
政
健
全
化
目
標
」
に
反
映
さ
せ
る
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
25
日
に
は
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
自
己
負
担
増
を
提
案

し
ま
し
た
。
安
倍
内
閣
は
「
高
齢
化
社
会
」
の
名
に
よ
る
社
会
保
障
費
の
抑
制

に
狂
奔
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
財
界
や
金
持
ち
優
遇
政
策
に
は
手
を
つ
け
ま
せ

ん
。
こ
れ
で
は
「
格
差
と
貧
困
」
は
ま
す
ま
す
広
が
る
ば
か
り
で
す
。

年
金
支
給
は
68
歳
か
ら

医
療
費
の
高
齢
者
負
担
２
割
へ

「
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
？

10
月
か
ら
生
活
保
護
費
削
減

庶
民
か
ら
搾
り
取
る
ば
か
り

財
界
・
富
裕
層
は
温
存
・
擁
護
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